
   飯塚市自然環境保全条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、自然環境の変化が市民の生活環境に対する不安

を招いている現状にかんがみ、市と市民が連携して、自然環境に重

大な影響を及ぼす事業活動を未然に防止することにより、自然環境

を保全し、もって安全な生活環境を守ることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各

号に定めるところによる。 

（１） 事業 次に掲げる事業をいう。 

ア 森林を開発する事業 

イ 岩石及び砂利（砂及び玉石を含む。以下同じ。）を採取する事

業 

ウ 土砂（岩石及び砂利を含む。）による埋立て、盛土その他の土

地へのたい積を行う事業 

エ 廃棄物の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う事業 

オ アからエまでに掲げるもののほか、生活環境に影響を及ぼす

おそれがあると市長が認める事業 

（２） 事業者 事業を行おうとする者又は行っている者をいう。 

（３） 周辺住民 事業計画地が所在する自治会（事業計画地に隣

接する自治会を含む。）の区域に居住する者をいう。 

（４） 不適正な事業活動 第７条の事業計画の届出が必要である

にもかかわらず届け出ていない事業活動又は届出に明示され

ていない事業活動をいう。 

（市の責務） 

第３条 市は、自然環境の保全及び安全な生活環境を守るために必要

な施策を総合的に実施しなければならない。 

２  市は、この条例の施行に関し、情報の公開に努めなければならな

い。 

（事業者の責務） 

  



第４条 事業者は、前条第１項の施策に協力し、周辺住民に対する当

該事業の説明に努めなければならない。 

２  事業者は、常に生活環境の安全に影響が生じないように注意する

とともに、その影響が生じ、又はそのおそれがあるときは、自らの

責任において、直ちに適切な措置を講じなければならない。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、第３条第１項の施策に協力しなければならない。 

（自然環境保全対策審議会） 

第６条 事業活動が自然環境及び生活環境に与える影響並びにこの条

例の施行に関する重要な事項について調査審議するため、飯塚市自

然環境保全対策審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２  審議会は、必要と認めるときは、関係人の出席を求め、意見を聴

くことができる。 

（届出） 

第７条 計画面積が１，０００平方メートル以上の事業を行おうとす

る者は、当該事業を開始する前に、事業計画を市長に届け出なけれ

ばならない。ただし、次の各号に掲げる事業についてはこの限りで

ない。 

（１） 農地法（昭和２７年法律第２２９号）に基づく申請が必要

な事業 

（２） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に基づく申請が

必要な事業 

（３） 前２号に掲げるもののほか、規則で定める事業 

（事業計画の変更等） 

第８条 事業者は、前条の届出後において、事業計画の変更又は中止

をしたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。 

（事業の譲渡等） 

第９条 事業者が他の者に事業の全部若しくは一部を譲り渡し、若し

くは委託したとき、又は事業者に変更があったときは、譲り受けた

者、受託した者又は変更後の事業者は、速やかにその旨を市長に届

け出なければならない。 

  



（公告及び閲覧） 

第１０条 市長は、第７条又は第８条の届出があったときは、公告そ

の他の方法により周知するとともに、当該届出を公告の日から３０

日間、閲覧に供するものとする。 

（説明会） 

第１１条 第７条又は第８条の届出を行った事業者は、前条の閲覧期

間内に、周辺住民に対して当該届出に関する説明会（以下「説明会」

という。）を開催しなければならない。ただし、事業計画を中止した

場合その他規則で定める場合はこの限りでない。 

２  事業者は、説明会を開催しようとするときは、市長にその旨を通

知し、説明会の１０日前までに、その日時、場所等を印刷物の配布

等の方法により、周辺住民に周知しなければならない。 

３  事業者は、説明会において、周辺住民以外の者で当該事業活動に

より生活環境に影響を受けるおそれがある者及び周辺住民が出席を

依頼した者の参加を拒むことができない。 

４  事業者は、前条の閲覧期間内に説明会を開催できないときは、そ

の理由を市長に届け出なければならない。 

５ 市長は、前項の場合において、相当の理由があると認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、期限を付して、説明会を開催するよう

求めることができる。 

６  事業者は、説明会において、参加者の十分な理解が得られるよう

に努めなければならない。 

７ 市長は、説明会に当該職員を立ち合わせることができる。 

８  事業者は、説明会の終了後、速やかにその内容を記録した報告書

を、市長に提出しなければならない。 

（意見書及び見解書） 

第１２条 事業計画に関し、生活環境に与える影響について意見を有

する市民は、第１０条の公告の日から起算して４５日を経過する日

（同条の閲覧期間満了の日までに説明会が終了しない場合にあって

は、当該説明会が終了した日から起算して１５日を経過する日）ま

でに、市長に対し意見書を提出することができる。 

  



２ 市長は、前項の意見書の提出があったときは、その要旨を記載し

た書面（以下「要旨」という。）を事業者に送付するものとする。 

３  事業者は、要旨の送付を受けたときは、送付を受けた日から１５

日以内に、要旨に対する見解を記載した書面（以下「見解書」とい

う。）を、市長に提出しなければならない。 

４  市長は、第１項及び前項の場合において、必要と認めるときは、

関係機関の意見を求めることができる。 

５ 市長は、第１項の意見書、第３項の見解書又は前項の意見により、

改善が必要と認めるときは、事業計画の変更を求めるものとする。 

（協定の締結） 

第１３条 事業者は、事業活動に関し、周辺住民から生活環境を保全

するための協定の締結を求められたときは、その締結に努めなけれ

ばならない。 

２  市長は、前項の協定の締結に関し、双方又は一方から調整の申出

があったときは、これを行うものとする。 

（不適正な事業活動の防止） 

第１４条 市長は、不適正な事業活動の早期発見及び防止のため、自

然環境の変化に注意を払うよう努めるとともに、関係機関との連絡

調整を行わなければならない。 

２  市民は、不適正な事業活動の早期発見及び防止のため、できる限

り周辺環境に注意を払うよう努めるとともに、不適正な事業活動を

発見したときは、直ちにその旨を市又は関係機関へ通報するよう努

めなければならない。 

３  市長は、不適正な事業活動が行われ、又はそのおそれがあるとき

は、直ちに現状の調査を行わなければならない。 

４  市長は、不適正な事業活動を確認したときは、不適正な事業活動

を行っている者に対し、適切な措置を講ずるよう求めなければなら

ない。 

（報告及び立入調査） 

第１５条 市長は、不適正な事業活動の早期発見及び防止のために必

要な限度において、事業者に報告を求め、又は当該職員に事業に係

  



る土地への立入調査を行わせることができる。 

２  前項の立入調査を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３  第１項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと

解釈してはならない。 

 （指導及び勧告） 

第１６条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業者に

対し必要な指導又は勧告をすることができる。 

 （１） 第７条の届出を怠った場合 

（２） 第７条の事業計画に明示されていない事業を行っている場

合 

 （３） 第１１条第１項又は第５項の説明会を開催しない場合 

（必要な措置等） 

第１７条 市長は、第１４条第４項の求めに応じない場合は、事業者

に対して、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

２  市長は、事業者が前項の命令に従わず、かつ、市民に重大な被害

をもたらした場合は、安全な生活環境を守るために必要な措置を講

ずるものとする。 

（公表） 

第１８条 市長は、第１６条の勧告に事業者が応じない場合又は次の

各号に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、その

内容を公表することができる。 

 （１） 第１２条第５項の規定による事業計画の変更の求めに応じ

ない場合 

 （２） 第１５条第１項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、

又は当該職員の調査を正当な理由なく拒み、若しくは妨げた

場合 

 （３） 第１７条第１項の命令に従わない場合 

（委任） 

第１９条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

  



  

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年１２月１日から施行する。 

 （暫定施行条例の廃止） 

２  次に掲げる条例（以下「合併に伴う暫定施行条例」という。）は、

廃止する。 

（１） 筑穂町自然環境保護条例（昭和６３年筑穂町条例第１０号） 

（２） 穂波町自然環境保護条例（昭和６３年穂波町条例第１５号） 

 （廃止に伴う経過措置） 

３  この条例の施行の日の前日までに、廃止前の合併に伴う暫定施行

条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこ

の条例の相当規定によりなされたものとみなす。 


